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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に形成され、ゲート線及び前記ゲート線と連結されているゲート電極を
含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート線と交差するデータ線、前記データ線に連結されているソース電極、前記ゲ
ート電極を中心に前記ソース電極と対向するドレーン電極を含むデータ配線と、
　前記ゲート絶縁膜上部に形成され、一部は前記データ線の下部まで延びている半導体層
と、
　前記データ線の下部の前記半導体層と重なり、前記ゲート配線と同一層に形成されてい
る光遮断膜と、
　前記ドレーン電極と電気的に連結されている画素電極と、
　前記ドレーン電極上に形成され、前記ドレーン電極と前記画素電極とを連結するための
接触孔を備える保護膜と、
を含み、前記データ配線は下部膜と、前記下部膜の上部に形成されている上部膜とを含み
、前記ドレーン電極は前記画素電極と連結される部分で前記上部膜が除去されており、前
記保護膜の接触孔の縁に沿う凹部と、前記凹部の中央部に位置する凸部とよりなる凹凸が
前記下部膜に形成され、前記半導体層と重なる前記光遮断膜の幅は、前記半導体層の幅に
比べて少なくとも６０％以上であり、前記ソース電極と前記ドレーン電極との間のチャン
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ネル部を除いた前記半導体層は、前記データ配線と同一のパターンで形成されている薄膜
トランジスタアレイ基板。
【請求項２】
　前記データ線の下部の前記半導体層は、前記データ線と同一であるか、より広い幅で形
成されている請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項３】
　前記半導体層の一部は、前記データ配線の周縁外部に露出している請求項１に記載の薄
膜トランジスタアレイ基板。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタアレイ基板及びこれを含む液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は現在最も広く使われている平板表示装置の一つで、電極が形成されてい
る二枚の基板とその間に挿入されている液晶層から構成され、電極に電圧を印加して液晶
層の液晶分子を再配列することにより、透過する光の量を調節する表示装置である。液晶
表示装置の中でも現在主流となっているものは、二つの基板に電極が各々形成されて、電
極に印加される電圧をスイッチングする薄膜トランジスタを有する液晶表示装置である。
【０００３】
　このような液晶表示装置の一つの基板には、ゲート信号を伝達するゲート線または画像
信号を伝達するデータ線を含む信号用配線と、データ線を通じて印加された画像信号が伝
達される画素電極及びゲート信号を通じて各画素の画素電極に伝達される画像信号を制御
する薄膜トランジスタなどが形成されている。他の基板には、様々な色の画像を実現する
ためのカラーフィルター及び画素間の光漏れを遮断したりコントラスト比の低下を防止す
るためのブラックマトリックスが形成されている。
【０００４】
　この時、薄膜トランジスタの半導体層としては、水素化された非晶質シリコンが主に用
いられるが、製造工程の時に配線下部の非晶質シリコン層が除去できないので、配線の断
線を防止するために、データ線の下部に非晶質シリコン層を残留させることが望ましい。
【０００５】
　しかし、液晶表示装置の光源であるバックライトから出る光は、非晶質シリコン層に入
射して、非晶質シリコン層に電孔や電子を発生させ、光漏れ電流を生成する。このような
光漏れ電流は液晶表示装置の特性を低下させる原因になる。特に、このような光漏れ電流
はデータ線を通じて伝えられる画像信号を変化させる。結果的に、画素電極に伝達される
画素電圧を変化させ、画像表示の時に輝度差のある帯が上下に動く現象が生じ、画質を低
下させる。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許出願公開第2002/0080295号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が目的とする技術的課題は、液晶表示装置の表示特性を向上させることができる
薄膜トランジスタアレイ基板及びこれを含む液晶表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による薄膜トランジスタアレイ基板及びこれを含む液晶表示装置には、データ線
下部に位置する非晶質シリコン層下部に光遮断膜が形成されている。
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【０００８】
　参考発明として示す液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板では、絶縁基板上部に
ゲート線及びゲート線と連結されたゲート電極を含むゲート配線が形成されている。ゲー
ト配線を覆うゲート絶縁膜上部には、ゲート線と交差するデータ線、データ線に連結され
ているソース電極、ゲート電極を中心にソース電極と対向するドレーン電極を含むデータ
配線が形成されている。ここで、ゲート電極のゲート絶縁膜上部には半導体層が形成され
、半導体層の一部はデータ線下部まで延びており、基板上部にはゲート配線と同一層でデ
ータ線の下の半導体層と重なっている光遮断膜が形成されている。また、基板上部にはド
レーン電極と電気的に連結されている画素電極が形成されている。
【０００９】
　この時、半導体層と重なる光遮断膜の幅は、半導体層の幅に比して少なくとも６０％以
上であることが好ましい。データ線下部の半導体層はデータ線と同じであるかデータ線よ
り広い幅を有するように構成できる。ここで、ソース電極とドレーン電極との間のチャン
ネル部を除いた半導体層は、データ配線と同一のパターンで構成することができ、半導体
層の一部をデータ配線の周縁の外部に露出させることもできる。
【００１０】
　データ配線は下部膜と下部膜の上部に形成され、下部膜と異なる模様を有する上部膜を
含む構成にすることができる。
【００１１】
　本発明に係る薄膜トランジスタアレイ基板は、絶縁基板と、絶縁基板上に形成され、ゲ
ート線及びゲート線と連結されているゲート電極を含むゲート配線と、ゲート配線を覆う
ゲート絶縁膜と、ゲート線と交差するデータ線、データ線に連結されているソース電極、
ゲート電極を中心にソース電極と対向するドレーン電極を含むデータ配線と、ゲート絶縁
膜上部に形成され、一部はデータ線の下部まで延びている半導体層と、データ線の下部の
半導体層と重なり、ゲート配線と同一層に形成されている光遮断膜と、ドレーン電極と電
気的に連結されている画素電極とを含み、データ配線は下部膜と、下部膜の上部に形成さ
れている上部膜とを含み、ドレーン電極は画素電極と連結される部分で上部膜が除去され
ており、下部膜が凹凸を有する。
【００１２】
　ここで、半導体層と重なる光遮断膜の幅は、半導体層の幅に比べて少なくとも６０％以
上であることが好ましい。
【００１３】
　また、データ線の下部の半導体層は、データ線と同一であるか、より広い幅で形成され
ていることが好ましい。
【００１４】
　ソース電極とドレーン電極との間のチャンネル部を除いた半導体層は、データ配線と同
一のパターンで形成されていることが好ましい。
【００１５】
　また、半導体層の一部は、データ配線の周縁外部に露出していることが好ましい。
【００１６】
　このような本発明による薄膜トランジスタアレイ基板を含む液晶表示装置の光源として
使用されるバックライトは、オン/オフの矩形波信号を出力するインバータにより駆動さ
れる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、データ線の下部に位置する非晶質シリコン層に入射されるバックライトの
光を遮断する光遮断膜が配置されて液晶表示装置の表示特性を向上させることができる。
特に、インバータにより駆動されるバックライトを利用する液晶表示装置において、画像
が表示される時に輝度差のある帯が発生することを防止でき、帯が動く滝現象を除去する
ことができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　添付した図面を参照して本発明の実施例に対して本発明の属する技術分野における通常
の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかし、本発明は多様な形
態で実現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。
【００１９】
　図面は、種々の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一の図面符号を付けている。層、膜、領域、板な
どの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に
限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ
上に”あるとする時は、中間に他の部分がないことを意味する。
【００２０】
　以下、本発明の実施例による薄膜トランジスタアレイ基板及びこれを含む液晶表示装置
に対して図面を参照して詳細に説明する。
（参考例）
　まず、図１及び図２を参照して本発明の第１の参考例による液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタアレイ基板の構造について詳細に説明する。図１は本発明の参考例による液晶表示
装置用薄膜トランジスタアレイ基板の配置図で、図２は図１のII-II'線に沿った断面図で
、薄膜トランジスタアレイ基板とこれと対向する対向基板と一緒に示されている。
【００２１】
　薄膜トランジスタアレイ基板１００には、下部絶縁基板１１０上に単一のアルミニウム
（Ａｌ）からなる下部膜２０１と、モリブデンまたはクロムなどと他の物質と接触特性の
良い上部膜２０２を含むゲート線１２１がテーパ構造で形成されている。ゲート線１２１
は、端部１２５を通じて外部からのゲート信号の印加を受ける。ゲート線１２１には薄膜
トランジスタのゲート電極１２３が含まれている。また、ゲート線１２１は、以降形成さ
れる画素電極１９０と連結されている維持蓄電器用導電体パターン１７７と重なって、画
素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器を構成する。ここで、電荷保存能力が不足する
場合は、ゲート配線と分離する維持配線を追加することもできる。また、絶縁基板１１０
上部には縦方向に延びて、フローティングされている光遮断膜１２９が形成されている。
光遮断膜１２９は、以降形成されるデータ線１７１下部に位置する非晶質シリコン層１５
０、１６３と重なって、基板１１０の下部から入射されるバックライト光が、非晶質シリ
コン層１５０、１６３に入射されることを遮断する機能を有する。
【００２２】
　基板１１０上には、窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）などからなるゲート絶縁膜１４０がゲート
線１２１と光遮断膜１２９を覆っている。
【００２３】
　ゲート電極１２５のゲート絶縁膜１４０上部には、非晶質シリコンなどの半導体からな
る半導体層１５０が形成されている。半導体層１５０上部には、シリサイドまたはｎ型不
純物が高濃度でドーピングされているｎ+水素化非晶質シリコンなどの物質で作られた抵
抗接触層１６３、１６５が各々形成されている。この場合、非晶質シリコン層１５０、１
６３は、以降形成されるデータ線１７１が段差のため断線されることを防止するために、
データ線１７１に沿って縦方向に延びて、光遮断膜１２９と重なっている。ここでは、光
遮断膜１２９の幅が非晶質シリコン層１５０、１６３の幅より広いが、狭い幅を有するこ
とができる。光遮断膜１２９と非晶質シリコン層が重なる幅は、非晶質シリコン層１５０
、１６３の幅に対して少なくとも６０％以上であることが好ましい。また、光遮断膜１２
９は、以降形成される互いに隣接する画素領域の画素電極１９０間に位置するが、画素電
極１９０と重ならないことが好ましい。
【００２４】
　抵抗接触層１６３、１６５またはゲート絶縁膜１４０上には、モリブデンやモリブデン
合金からなる複数のデータ線１７１及びドレーン電極１７５が形成されている。データ線
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１７１は、縦方向に延びてゲート線１２１と交差して画素領域を定義しており、光遮断膜
１２９及び縦方向に延びた非晶質シリコン層１５０、１６３と重なっている。データ線１
７１のうち抵抗接触層１６３上部まで延びている部分は、薄膜トランジスタのソース電極
１７３である。データ線１７１の一端に連結されている端部１７９は外部からの画像信号
の印加を受ける。また、データ線１７１と同一層には、保持容量を向上させるためにゲー
ト線１２１と重なっており、以降形成される画素電極１９０と電気的に連結されている維
持蓄電器用導電体パターン１７７が形成されている。
【００２５】
　ここで、データ線１７１及びドレーン電極１７５は、ゲート線１２１と同様にアルミニ
ウムやアルミニウム合金または銀や銀合金の導電膜を含むことが好ましく、クロムまたは
モリブデンやモリブデン合金の導電膜を含む多層膜から構成されることができる。また、
モリブデンやモリブデン合金の導電膜/アルミニウムの導電膜/モリブデンまたはモリブデ
ン合金の導電膜の３層膜から構成されることもできる。
【００２６】
　データ線１７１とドレーン電極１７５及びこれらに覆われない半導体層１５０上部には
、窒化ケイ素またはａ-Ｓｉ：Ｃ：Ｏ：Ｈなどを含む低誘電率絶縁物質の保護膜１８０が
形成されている。ここで、保護膜１８０は、平坦化特性が優れて感光性を有する有機物質
からなる有機絶縁膜をさらに含むことができる。このような場合、有機絶縁膜はソース及
びドレーン電極１７３、１７５の間に露出される半導体層１５０を直接覆わないことが好
ましい。また、ゲート線１２１及びデータ線１７１それぞれの端部１２５、１７９が位置
するパッド部からは有機絶縁物質を完全に取り除くことが好ましい。このような構造は、
パッド部のゲート線１２１及びデータ線１７１上部に走査信号及び映像信号を各々伝達す
るために、薄膜トランジスタ基板上部にゲート駆動集積回路及びデータ駆動集積回路を直
接実装するＣＯＧ（ｃｈｉｐ　ｏｎ　ｇｌａｓｓ）方式の液晶表示装置に適用する時にさ
らに有効である。
【００２７】
　保護膜１８０には、ドレーン電極１７５、維持蓄電器用導電体パターン１７７及びデー
タ線端部１７９を各々露出する接触孔１８５、１８７、１８９が形成されており、ゲート
絶縁膜１４０と一緒にゲート線端部１２５を露出する接触孔１８２が形成されている。
【００２８】
　保護膜１８０上部には、接触孔１８５を通じてドレーン電極１７５と電気的に連結され
、画素領域に位置し、透明な導電物質であるＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘｉｄｅ
）またはＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ　ｚｉｎｃ　ｏｘｉｄｅ）から構成される画素電極１９０
が形成されている。この時、開口率を確保するために画素電極１９０はデータ線１７１ま
たはゲート線１２１と重なることが好ましい。しかし、保護膜１８０の誘電率を考慮して
、データ線１７１及びゲート線１２１を通じて伝えられる信号の干渉を最少化するために
、画素電極１９０はデータ線１７１またはゲート線１２１と重ならない構成にすることも
できる。また、保護膜１８０上には、接触孔１８２、１８９を通じて各々ゲート線及びデ
ータ線それぞれの端部１２５、１７９と連結されている補助ゲート部材９２及び補助デー
タ部材９７が形成されている。ここで、補助ゲート及びデータ部材９２、９７は、ゲート
線及びデータ線それぞれの端部１２５、１７９を保護するためのもので必須ではない。
【００２９】
　薄膜トランジスタアレイ基板１００と対向する対向基板２００には、上部絶縁基板２１
０に、画素領域に開口部を有するブラックマトリックス（図示せず）が形成されている。
そして、それぞれの画素領域には赤色、緑色、青色のカラーフィルター（図示せず）が形
成されており、画素電極１９０と対向して液晶分子を駆動するために、共通電圧が伝達さ
れる共通電極２１０が全面に形成されている。
【００３０】
　このような第１の参考例による薄膜トランジスタアレイ基板１００を含む液晶表示装置
は、薄膜トランジスタ基板１００と対向する対向基板２００及び薄膜トランジスタアレイ
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基板１００を中心に対向基板２００の反対側から入射する光を発光するバックライト５０
０を含む。この時、バックライト５００はインバータを通じて出力されるオン／オフの信
号の矩形波により駆動される。
【００３１】
　第１の参考例とは異なって、光遮断膜１２９を有しない液晶表示装置の場合、バックラ
イトがオンになった時は、バックライトから発光した光が非晶質シリコン層１５０、１６
３に入射する。入射したバックライトの光により非晶質シリコン層１５０、１６３には電
子と正孔が生成され、これらは画像信号印加の際にデータ線１７１を通じて伝達される電
荷と再結合する。一方、バックライトがオフになった時は、非晶質シリコン層１５０、１
６３には電子と正孔が生成されず、データ線１７１を通じて伝達される画像信号の遅延だ
けが発生する。これにより、バックライトのオン／オフによりデータ線１７１を通じて伝
達される画像信号が変化して、以降の画素電極１９０に伝達される画素電圧を変化させる
ことになる。その結果、画像表示の時に輝度差のある帯が発生する。さらに、バックライ
トを駆動するインバータの周波数、つまりバックライトのオン／オフ周波数とフレーム周
波数、即ち全てのゲート線１２１に対して順次にゲート信号が印加される周波数が同期さ
れなかった時には、輝度差のある帯が上下に動く滝現象が発生する。
【００３２】
　第１の参考例による薄膜トランジスタアレイ基板を含む液晶表示装置は、データ線１７
１に沿って形成された非晶質シリコン層１５０、１６３下部に光遮断膜１２９を備えてお
り、バックライトがオンになった時非晶質シリコン層１５０、１６３に入射するバックラ
イトの光を遮断することができる。従って、光遮断膜１２９は、非晶質シリコン層１５０
、１６３にバックライトによる電子または正孔が生成することを防止して、画像表示の時
に輝度差のある帯の発生や滝現象が発生することを防止し、液晶表示装置の画質を向上さ
せることができる。
【００３３】
　一方、このような第１の参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板は、
ゲート配線１２１またはデータ線１７１が比抵抗の低いアルミニウムを含んでおり、大型
の液晶表示装置に適用することができ、表示特性を向上させることができる。
【００３４】
　以下、図３ａ乃至図６ｂ、図１及び図２を参照して参考例による薄膜トランジスタアレ
イ基板の製造方法について具体的に説明する。
【００３５】
　まず、図３ａ及び図３ｂに示したように、ガラス基板１１０上部にアルミニウムの下部
膜２０１とクロムまたはモリブデンやモリブデン合金の上部膜２０２を各々２０００Å～
４０００Å及び５００Å～２０００Å程の厚さに順次積層し、マスクを利用した写真エッ
チング工程により上部膜２０２と下部膜２０１を一緒にパターニングして、ゲート線１２
１と光遮断膜２９を形成する。この時、ゲート線１２１及び光遮断膜１２９は、２０～８
０゜範囲のテーパ角を有するテーパ構造に形成する。エッチング工程は湿式エッチングが
好ましい。上部膜２０２がモリブデンやモリブデン合金である場合は、同一なエッチング
液を利用して一つのエッチング条件でパターニングすることもできる。
【００３６】
　次に、図４ａ及び図４ｂに示したように、窒化ケイ素（ＳｉＮX）からなるゲート絶縁
膜１４０、非晶質シリコン（ａ-Ｓｉ：Ｈ）からなる半導体層１５０、ドーピングされた
非晶質シリコン層（ｎ+ａ-Ｓｉ：Ｈ）１６０の３層膜を連続して積層し、マスクを利用し
たパターニング工程により半導体層１５０とドーピングされた非晶質シリコン層１６０を
パターニングして、ゲート電極１２５と対向するゲート絶縁膜１４０上部に半導体層１５
０と抵抗接触層１６０を形成する。この時、非晶質シリコン層１５０、１６０は、乾式エ
ッチングで一度にパターニングして、以降形成されるデータ線１７１が非晶質シリコン層
１５０、１６０の段差のため断線されることを防止するために、データ線１７１に沿って
縦方向に形成する。しかし、前述のように、インバータを利用して駆動するバックライト
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の光が非晶質シリコン層１５０、１６０に入射する時は、液晶表示装置の特性が低下する
。本発明の実施例においては、バックライトの光が非晶質シリコン層１５０、１６０に入
射することを防止するために、データ線１７１下部に位置する非晶質シリコン層１５０、
１６０下部に光遮断膜１２９を形成する。
【００３７】
　次に、図５ａ乃至図５ｂに示したように、アルミニウムやアルミニウム合金の導電膜、
またはクロムまたはモリブデンやモリブデン合金の導電膜を２０００Å程度の厚さに積層
し、マスクを利用した写真エッチング工程によりパターニングして、ゲート線１２１と交
差するデータ線１７１、ドレーン電極１７５、維持蓄電器用導電体パターン１７７をテー
パ構造で形成する。
【００３８】
　この時、データ配線１７１はアルミニウムの導電膜を含む構成とすることができ、この
ような場合には、アルミニウムの導電膜が中央に位置させて、その上部及び下部にモリブ
デンやモリブデン合金の導電膜を形成することが好ましい。
【００３９】
　次に、データ配線１７１及びドレーン電極１７５で覆われないドーピングされた非晶質
シリコン層パターン１６０をエッチングし、ゲート電極１２３を中心に両側に分離させる
一方、両側のドーピングされた非晶質シリコン層１６３、１６５間の半導体層パターン１
５０を露出させる。次に、露出された半導体層１５０表面を安定化させるために酸素プラ
ズマ処理を実施することが好ましい。
【００４０】
　次に、図６ａ及び６ｂのように、窒化ケイ素を積層したり、ＰＥＣＶＤ（ｐｌａｓｍａ
　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｃｈｅｍｉｃａｌ　ｖａｐｏｒ　ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）方法によ
りａ-Ｓｉ：Ｃ：Ｏ膜またはａ-Ｓｉ：Ｏ：Ｆ膜などの低誘電率ＣＶＤ膜を蒸着して保護膜
１８０を形成する。次いで、マスクを利用した写真エッチング工程によりゲート絶縁膜１
４０と一緒にパターニングし、ゲート線端部１２５、ドレーン電極１７５、データ線端部
１７９及び維持蓄電器用導電体パターン１７７を露出する接触孔１８２、１８５、１８９
、１８７を形成する。この時、接触孔１８２、１８５、１８９、１８７を通じて露出され
た部分からアルミニウムの導電膜が露出する場合は、以降形成されるＩＴＯまたはＩＺＯ
の画素電極１９０との接触特性を考慮して、アルミニウムの導電膜を取り除くことが好ま
しい。
【００４１】
　次に、図１及び図２のように、ＩＴＯまたはＩＺＯの透明導電物質を９００Å程度の厚
さに蒸着し、マスクを写真エッチング工程によりパターニングして、接触孔１８７、１８
５を通じてドレーン電極１７５及び維持蓄電器用導電体パターン１７７と連結される画素
電極１９０と接触孔１８２、１８９を通じてゲート線及びデータ線の各端部１２５、１７
９とそれぞれ連結される補助ゲート部材９２及び補助データ部材９７を形成する。
【００４２】
　前記、半導体層とデータ線を互いに異なるマスクを利用した写真エッチング工程により
形成する方法に基づいて本発明の実施例を説明した。ところが、製造コストを最少化する
ために、半導体層とデータ線を一つの感光膜パターンを利用した写真エッチング工程によ
り形成する液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法によっても、データ線
下部に非晶質シリコン層が残されて光遮断膜を有する参考例を同様に適用できる。これに
ついて図面を参照して詳細に説明する。
【００４３】
　まず、図７～図９を参照して第２の参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板
の単位画素構造について詳細に説明する。　
【００４４】
　図７は第２の参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の配置図で、図８及び
図９は各々図７に示した薄膜トランジスタ基板のVIII-VIII'線及びIX-IX'線に沿った断面
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図である。図８及び図９には対向基板が省略されている。
【００４５】
　まず、絶縁基板１１０上に、アルミニウムからなる導電膜を含む複数のゲート線１２１
がテーパ構造で形成されている。ゲート線１２１と同一の層には、ゲート線１２１と平行
で、対向基板２００（図２参照）の共通電極２２０（図２参照）に入力される共通電極電
圧または隣接する画素行の薄膜トランジスタにゲート信号を伝達する前段のゲート線１２
１に電気的に連結されて、前段のゲート電圧などの電圧の印加を受ける維持電極線１３１
が形成されている。維持電極線１３１は、後述する画素電極１９０と連結されたドレーン
電極１７５と重なって、画素の電荷保存能力を向上させる維持蓄電器を構成するが、後述
する画素電極１９０とゲート線１２１の重畳で発生する保持容量が充分な場合には形成し
ないこともある。また、ゲート線１２１と同一の層には、以降形成されるデータ線１７１
下部に位置する非晶質シリコン層１５２、１６３と重なって、基板１１０の下部から非晶
質シリコン層１５２、１６３に入射する光を遮断するための光遮断膜１２９が形成されて
いる。ここでは、光遮断膜１２９が第１の参考例と異なって、非晶質シリコン層１５２、
１６３より狭い幅を有する。そして、第１の参考例と同様に、光遮断膜１２９と非晶質シ
リコン層１５２、１６３が重なる幅は非晶質シリコン層１５２、１６３の幅に対して少な
くとも６０％以上であることが好ましい。
【００４６】
　ゲート線１２１及び維持電極線１３１上には、窒化ケイ素（ＳｉＮx）などからなるゲ
ート絶縁膜１４０が形成され、ゲート線１２１、維持電極線１３１及び光遮断膜１２９を
覆っている。
【００４７】
　ゲート絶縁膜１４０上には、多結晶シリコンまたは非晶質シリコンなどからなる半導体
パターン１５２が形成されている。半導体パターン１５２上には、リン（Ｐ）などのｎ型
またはｐ型不純物で高濃度にドーピングされた非晶質シリコンなどから構成される抵抗性
接触層パターンまたは中間層パターン１６３、１６５が形成されている。
【００４８】
　抵抗性接触層パターン１６３、１６５上には、クロムまたはモリブデンやモリブデン合
金からなる導電膜またはアルミニウムやアルミニウム合金の導電膜を含むデータ線１７１
及びドレーン電極１７５がテーパ構造で形成されている。データ線１７１は縦方向に延び
てゲート線１２１と交差しており、外部から画像信号の印加を受けるデータ線端部１７９
と薄膜トランジスタのソース電極１７３を有する。ソース電極１７３は、薄膜トランジス
タのチャンネル部（Ｃ）に対して維持電極線１３１と重なる薄膜トランジスタのドレーン
電極１７５の反対側に位置する。
【００４９】
　接触層パターン１６３、１６５は、その下部の半導体パターン１５２とその上部のデー
タ線１７１及びドレーン電極１７５の接触抵抗を低くする役割をし、データ線１７１及び
ドレーン電極１７５と完全に同一な形態を有する。即ち、データ線部中間層パターン１６
３はデータ線１７１と同一で、ドレーン電極用中間層パターン１６３はドレーン電極１７
３と同一である。
【００５０】
　一方、半導体パターン１５２は、薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃを除けば、データ
線１７１及びドレーン電極１７５とその下部の抵抗性接触層パターン１６３、１６５とパ
ターンが同一である。具体的には、薄膜トランジスタのチャンネル部（Ｃ）において、デ
ータ線部１７１、特にソース電極１７３とドレーン電極１７５が分離されており、データ
線部中間層１６３とドレーン電極用接触層パターン１６５も分離されている。しかし、薄
膜トランジスタ用半導体パターン１５２は、ここで分離されず連結されて薄膜トランジス
タのチャンネルを生成する。ここで、半導体パターン１５２はデータ線１７１周縁外部に
露出されており、データ線１７１下部に位置する半導体パターン１５２は光遮断膜１２９
より広い幅を有する。
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【００５１】
　データ線１７１及びドレーン電極１７５とこれらにより覆われない半導体層１５２上部
には、低い誘電率を有する有機物質から構成される有機絶縁膜または第１の実施例と同様
の低誘電率ＰＥＣＶＤ膜を含む保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０は、データ
線端部１７９及びドレーン電極１７５を露出する接触孔１８９、１８５を有し、さらにゲ
ート絶縁膜１４０と共にゲート線端部１２５を露出する接触孔１８２を有する。
【００５２】
　保護膜１８０上には、薄膜トランジスタから画像信号を受けて、上板の電極と共に電場
を生成する画素電極１９０が形成されている。画素電極１９０は、ＩＴＯまたはＩＺＯな
どの透明な導電物質、またはアルミニウムまたは銀のような反射度を有する導電物質から
構成されており、接触孔１８５を通じてドレーン電極１７５と物理的・電気的に連結され
、画像信号の伝達を受ける。ここで、保護膜１８０は低誘電率を有する有機絶縁膜を含み
、画素電極１９０は隣接するゲート線１２１及びデータ線１７１と重なり開口率を高めて
も、これらの重畳のため信号の干渉は殆ど生じない。そして、光遮断膜１２９は、互いに
隣接する画素領域の画素電極１９０と重なり、隣接する画素領域間に漏れる光を遮断する
ように構成できる。一方、ゲート線及びデータ線の各端部１２５、１７９上には、接触孔
１８２、１８９を通じて各々これらと連結される補助ゲート部材９２及び補助データ部材
９７が形成されている。これらは、ゲート線及びデータ線それぞれの端部１２５、１７９
と外部回路装置との接着性を補完し、保護する役割をするもので、必須ではなく適用の可
否は選択的である。
【００５３】
　このような第２の参考例による薄膜トランジスタアレイ基板においても、第１の参考例
と同様に、バックライトがオンになった時、データ線１７１下部の非晶質シリコン層１６
３に入射される光を遮断する光遮断膜１２９を備えている。そのため、画像表示の時に輝
度差のある帯が発生したり、帯が動く滝現象が発生することを防止し、液晶表示装置の画
質を向上させることができる。　
【００５４】
　以下、図７～図９の構造を有する液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板を製造す
る方法について図７～図９及び図１０ａ～図１６ｃを参照して詳細に説明する。
【００５５】
　まず、図１０ａ～１０ｃに示したように、アルミニウムやアルミニウムを含む導電膜ま
たはモリブデンやモリブデン合金またはクロムの導電膜を積層し、マスクを利用した写真
エッチング工程によりパターニングして、ゲート線１２１、維持電極線１３１及び光遮断
膜１２９をテーパ構造で形成する。
【００５６】
　次に、図１１ａ及び１１ｂに示したように、窒化ケイ素からなるゲート絶縁膜１４０、
ドーピングされない非晶質シリコンの半導体層１５０、ドーピングされた非晶質シリコン
の中間層１６０を化学気相蒸着法を利用して各々１５００Å～５０００Å、５００Å～２
０００Å、１４００Å～６００Åの厚さに連続蒸着する。次いで、モリブデンやモリブデ
ン合金からなる導電物質またはアルミニウムを含む導電物質の導電体層１７０をスパッタ
リング方法等により１５００Å～３０００Åの厚さに蒸着した後、その上に感光膜２１０
を１μｍ～２μｍの厚さに塗布する。
【００５７】
　その後、マスクを通じて感光膜２１０に光を照射した後現像し、図１２ｂ及び１２ｃに
示したように、感光膜パターン２１２、２１４を形成する。この時、感光膜パターン２１
２、２１４のうち薄膜トランジスタのチャンネル部Ｃ、即ちソース電極１７３とドレーン
電極１７５との間に位置した第１部分２１４は、データ配線部Ａ、つまりデータ線１７１
が形成される部分に位置した第２部分２１２より厚さを薄くし、その他の部分Ｂの感光膜
は全て取り除く。ここで、チャンネル部Ｃに残っている感光膜２１４の厚さとデータ配線
部Ａに残っている感光膜２１２の厚さとの比は、後述するエッチング工程における工程条
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件により異ならせる必要があるが、第１部分２１４の厚さが第２部分２１２の厚さの１/
２以下であることが好ましく、例えば、４０００Å以下が好適である。
【００５８】
　このように、位置によって感光膜の厚さを異ならせるには様々の方法があって、Ａ領域
の光透過量を調節するために主にスリットや格子形態のパターンを形成したり、半透明膜
を使用する。この時、スリット間に位置したパターンの線幅やパターン間の間隔、つまり
スリットの幅は露光時に使用する露光器の分解能より小さいのが好ましい。半透明膜を利
用する場合には、マスク作製の時に透過率を調節するために、透過率の異なる薄膜を利用
したり、厚さの異なる薄膜を利用することができる。
【００５９】
　このようにマスクを通じて感光膜に光を照射すれば、光に直接露出される部分は高分子
が完全に分解されるが、スリットパターンや半透明膜が形成されている部分は光の照射量
が少ないので高分子は不完全分解の状態となり、遮光幕で遮った部分は高分子がほとんど
分解されない。次いで、感光膜を現像すれば分子が分解されない高分子だけが残され、照
射光が少ない中央部分には光が全く照射されなかった部分より厚さの薄い感光膜を残すこ
とができる。この時、露光時間が長いと全ての分子が分解されてしまうため、そうならな
いように注意が必要である。
【００６０】
　このような薄い厚さの感光膜２１４はリフローが可能な物質からなる感光膜を利用して
、光が完全に透過できる部分と光が完全に透過できない部分に分けられた通常のマスクに
より露光して現像し、リフローさせて、感光膜が残留しない部分に感光膜の一部が流れる
ようにして形成することもできる。
【００６１】
　次に、感光膜パターン２１４及びその下部の膜、つまり導電体層１７０、中間層１６０
及び半導体層１５０に対するエッチングを行う。この時、データ配線部Ａにはデータ線及
びその下部の膜がそのまま残ること、そしてチャンネル部Ｃには半導体層だけ残る必要が
ある。他の部分Ｂには、前記三つの層１７０、１６０、１５０が全て除去され、ゲート絶
縁膜１４０が露出される必要がある。
【００６２】
　まず、図１３ａ及び１３ｂに示したように、その他の部分Ｂの露出されている導電体層
１７０を除去し、その下の中間層１６０を露出させる。この過程では、乾式エッチングま
たは湿式エッチングを両方用いることができる。この時、導電体層１７０はエッチングさ
れ、感光膜パターン２１２、２１４はほぼエッチングされない条件下で行うことが良い。
しかし、乾式エッチングの場合、導電体層１７０のみをエッチングし、感光膜パターン２
１２、２１４はエッチングされない条件を見つけ出すことが難しいため、感光膜パターン
２１２、２１４も共にエッチングされる条件下で行っても良い。その時は、湿式エッチン
グの場合より第１部分２１４の厚さを厚くして、第１部分２１４が取り除かれて下部の導
電体層１７０が露出されることがないように注意する。
【００６３】
　このようにすれば、図１３ａ及び図１３ｂに示したように、チャンネル部Ｃ及びデータ
配線部Ａの導電体層、つまりソース/ドレーン用導電体パターン１７８のみが残る。その
他の部分Ｂの導電体層１７０は全て取り除かれ、その下の中間層１６０が露出される。残
った導電体パターン１７８は、ソース及びドレーン電極１７３、１７５が分離されず連結
されている点を除けば、データ線１７１とドレーン電極１７５の形態と同一である。また
、乾式エッチングを使用した場合、感光膜パターン２１２、２１４もある程度の厚さがエ
ッチングされる。
【００６４】
　次に、図１４ａ及び１４ｂに示したように、その他の部分Ｂの露出された中間層１６０
及びその下部の半導体層１５０を感光膜の第１部分２１４と一緒に乾式エッチング方法に
より同時に取り除く。この時のエッチングは、感光膜パターン２１２、２１４と中間層１



(11) JP 4928712 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

６０及び半導体層１５０（半導体層と中間層はエッチング選択性がほとんど無い。）が同
時にエッチングされ、ゲート絶縁膜１４０はエッチングされない条件下で行う必要がある
。特に、感光膜パターン２１２、２１４と半導体層１５０に対するエッチング比がほぼ同
じな条件下でエッチングすることが好ましい。例えば、ＳＦ6とＨＣｌの混合気体や、Ｓ
Ｆ6とＯ2の混合気体を使用すれば、ほぼ同じ厚さに二つの膜をエッチングすることができ
る。感光膜パターン２１２、２１４と半導体層１５０に対するエッチング比が同じである
場合、第１部分２１４の厚さは半導体層１５０と中間層１６０の厚さを合せたものと同じ
か、それより小さいことが好ましい。
【００６５】
　このようにすれば、図１４ａ及び１４ｂに示したように、チャンネル部Ｃの第１部分２
１４が取り除かれ、ソース/ドレーン用導電体パターン１７８が露出される。そして、そ
の他の部分Ｂの中間層１６０及び半導体層１５０が取り除かれ、その下のゲート絶縁膜１
４０が露出される。一方、データ配線部Ａの第２部分２１２もエッチングされて厚さが薄
くなる。また、この段階で、半導体パターン１５２が完成する。図面符号１６８は各々ソ
ース/ドレーン用導電体パターン１７８下部の中間層パターンを示す。
【００６６】
　次に、アッシングによりチャンネル部Ｃのソース/ドレーン用導電体パターン１７８の
表面に残っている感光膜を取り除く。このようにすれば、感光膜パターン２１２の厚さ及
び幅も一部が取り除かれて、ソース/ドレーン用導電体パターン１７８とその下部の中間
層パターン１６８及び半導体パターン１５２の縁周部分が感光膜パターン２１２外部に露
出される。
【００６７】
　次に、図１５ａ及び１５ｂに示したように、チャンネル部Ｃのソース/ドレーン用導電
体パターン１７８及びその下部のソース/ドレーン用中間層パターン１６８をエッチング
して取り除く。この時、エッチングは、ソース/ドレーン用導電体パターン１７８と中間
層パターン１６８全てに対して乾式エッチングのみを行うことができる。また、ソース/
ドレーン用導電体パターン１７８に対してはエッチング液を利用する湿式エッチングを、
中間層パターン１６８に対しては乾式エッチングを行うこともできる。前者の場合、ソー
ス/ドレーン用導電体パターン１７８と中間層パターン１６８のエッチング選択比の大き
い条件下でエッチングを行うことが好ましい。その理由は、エッチング選択比の大きくな
い場合にはエッチング終了点を見つけることが難しく、チャンネル部Ｃに残る半導体パタ
ーン１５２の厚さを調節することが容易ではないためである。中間層パターン１６８及び
半導体パターン１５２をエッチングする時に使用するエッチング気体の例としては、ＣＦ

4とＨＣｌの混合気体やＣＦ4とＯ2の混合気体があり、ＣＦ4とＯ2を用いると半導体パタ
ーン１５２を均一な厚さに残すことができる。この時、図１５ｂに示したように、半導体
パターン１５２の一部が除去されて厚さが薄くなることがあり、感光膜パターンの第２部
分２１２もこの時ある程度の厚さがエッチングされる。この際のエッチングは、ゲート絶
縁膜１４０がエッチングされない条件下で行う必要があり、第２部分２１２がエッチング
されて、その下のデータ線１７１及びドレーン電極１７５が露出されないように感光膜パ
ターンの厚いことが好ましい。
【００６８】
　前記のようにして、図１２ａのように、データ線１７１からドレーン電極１７５が分離
されながらこれらの下の接触層パターン１６３、１６５が完成する。
【００６９】
　最後に、データ配線部Ａに残っていた感光膜第２部分２１２を取り除く。しかし、第２
部分２１２の除去はチャンネル部Ｃソース/ドレーン用導電体パターン１７８を取り除い
た後、その下の中間層パターン１６８を取り除く前に行うこともできる。
【００７０】
　前述のように、湿式エッチングと乾式エッチングを交互に実施したり、乾式エッチング
のみを用いることもできる。後者の場合には、一種類のエッチングのみを使用するため工
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程が比較的に簡便だが、適当なエッチング条件を見つけだすことが難しい。前者の場合に
は、エッチング条件を見つけることは比較的に簡単だが工程が後者に比べて面倒な点があ
る。
【００７１】
　このようにして、データ線１７１及びドレーン電極１７５を形成した後、図１６ａ～１
６ｃに示したように、有機絶縁物質を積層して保護膜１８０を形成し、マスクを利用して
保護膜１８０をゲート絶縁膜１４０と一緒にエッチングし、ゲート線及びデータ線それぞ
れの端部１２５、１７９及びドレーン電極１７５を各々露出する接触孔１８２、１８９、
１８５を形成する。
【００７２】
　次に、図７～図９に示したように、５００Å～１０００Å厚さのＩＴＯまたはＩＺＯを
蒸着し、マスクにより湿式エッチングし、ドレーン電極１７５と連結された画素電極１９
０、ゲート線及びデータ線それぞれの端部１２５、１７９と連結された補助ゲート部材９
２及び補助データ部材９７を形成する。
【００７３】
　このような第２の参考例においては、データ線１７１とその下部の接触層パターン１６
３、１６５、１６７及び半導体パターン１５２、１５７を一つのマスクを利用して形成し
、この過程でソース電極１７３とドレーン電極１７５が分離され、製造工程を単純化する
ことができる。
【００７４】
　前記第１及び第２の参考例においては、非晶質シリコン層１５０、１５２がデータ線１
７１より幅が広い場合と狭い場合について説明したが、非晶質シリコン層がデータ線と同
じ幅を有することもできる。これについて図面を参照して具体的に説明する。
【００７５】
　図１７は本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板であ
り、図１８は図１７に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXVIII-XVIII'線に沿った断面
図である。
【００７６】
　絶縁基板１１０上に、低抵抗を有する銀や銀合金またはアルミニウムやアルミニウム合
金の金属物質からなる導電膜を含むゲート線１２１と、上板の共通電極に入力される共通
電極電圧または隣接する画素行の薄膜トランジスタに伝達されるゲート電圧等の印加を外
部から受ける維持電極線１３１が３０～７０゜範囲のテーパ角を有するテーパ構造で形成
されている。また、基板１１０上部には、第１及び第２の実施例と同様に、縦方向に光遮
断膜１２９が形成されている。
【００７７】
　ゲート電極１２５のゲート絶縁膜１４０上部には、非晶質シリコンなどの半導体からな
る半導体層パターン１５２及び抵抗性接触層１６３、１６５が、３０～８０゜範囲のテー
パ角を有するテーパ構造で形成されている。
【００７８】
　抵抗接触層１６３、１６５上には、モリブデン（Ｍｏ）やモリブデン-タングステン（
ＭｏＷ）合金、クロム（Ｃｒ）、タンタル（Ｔａ）、チタニウム（Ｔｉ）などのバリア金
属（ｂａｒｒｉｅｒ　ｍｅｔａｌ）からなる下部膜７０１と、低抵抗の銀や銀合金または
アルミニウム（Ａｌ）やアルミニウム合金（Ａｌ　ａｌｌｏｙ）からなる上部膜７０２を
含むデータ線１７１及びドレーン電極１７５が形成されている。
【００７９】
　この時、データ配線１７１のうちアルミニウムやアルミニウム合金からなる上部膜７０
２は、接触部、つまりドレーン電極１７５及びデータ線端部１７９の一部では取り除かれ
ている。上部膜７０２が取り除かれた接触部では、他の物質との接触特性が良く、アルミ
ニウムやアルミニウム合金がケイ素層１５０、１６３、１６５に拡散されることを防止す
るためのバリア金属からなる下部膜７０１が露出されて、上部膜７０２の境界線が下部膜
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７０１の上部に位置し、データ線１７１は互いに異なる模様のパターンを有する下部膜７
０１と上部膜７０２を含む。
【００８０】
　ここで、半導体層パターン１５２は、ゲート電極１２３、ドレーン電極１７５及びソー
ス電極１７３が位置する薄膜トランジスタ部を除けば、データ線１７１及びドレーン電極
１７５は抵抗性接触層パターン１６３、１６５と同じ模様である。特に、データ線１７１
下部の半導体パターン１５２は、データ線１７１と同じ幅を有するが、これは、製造工程
の時にデータ線１７１またはこのデータ線１７１をパターニングするための感光膜パター
ンをエッチングマスクとして用いて、半導体パターン１５２をパターニングするためであ
る。
【００８１】
　平坦化特性が優れた感光性を有する有機物質またはａ-Ｓｉ：Ｃ：Ｏ膜またはａ-Ｓｉ：
Ｏ：Ｆ膜等を含む低誘電率絶縁物質または窒化ケイ素を含む保護膜には、接触部であるド
レーン電極１７５及びデータ線端部１７９の下部膜７０１を各々露出させる接触孔１８５
、１８９が形成され、ゲート絶縁膜１４０と共にゲート線端部１２５を露出させる接触孔
１８２が形成されている。この時、接触孔１８５、１８７、１８９を通じて露出された下
部膜７０１の表面は段差のある凹凸構造で、アンダーカットの構造なしに保護膜１８０は
接触孔１８５、１８９の周縁で下部膜７０１と接触し、接触孔１８５、１８９を通じて露
出された下部膜７０１を覆っている。
【００８２】
　保護膜１８０上には、第１または第２の参考例と同様に、画素電極１９０、補助ゲート
部材９２及び補助データ部材９７が形成されている。画素電極１９０と補助データ部材９
７は、接触孔を通じて露出されたドレーン電極１７５とデータ部材１７９の凹凸構造に接
触している。
【００８３】
　このような本発明の第１の実施例による薄膜トランジスタアレイ基板にも、光遮断膜１
２９が形成され、第１及び第２の参考例による効果を得ることができる。ＩＴＯ膜または
ＩＺＯ膜１９０、９２、９７は、接触部でドレーン電極１７５及びデータ線端部１７９の
下部膜７０１上部で下部膜７０１にのみ接触して、接触部の接触抵抗を低く確保すること
ができ、表示装置の特性を向上させることができる。
【００８４】
　ここでは、画素電極１９０の材料の例として透明なＩＺＯまたはＩＴＯを挙げたが、透
明な導電性ポリマーなどで形成することもでき、反射型液晶表示装置の場合には不透明な
導電物質を用いても構わない。
【００８５】
　以下、このような本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ
基板の製造方法について図１７及び図１８、図１９ａ～図２３ｂを参照して詳細に説明す
る。
【００８６】
　まず、図１９ａ及び図１９ｂに示したように、ガラス基板１１０上部にゲート線１２１
及び維持電極線１３１を含むゲート配線をテーパ構造で形成する。
【００８７】
　次に、図２０ａ及び図２０ｂに示したように、ゲート絶縁膜１４０、非晶質シリコンか
らなる半導体層１５０、ドーピングされた非晶質シリコン層１６０の３層膜を連続積層す
る。ここで、ゲート絶縁膜１４０は窒化ケイ素を２５０～４００℃の範囲、２０００～５
０００Å程の厚さに積層して形成することが好ましい。次いで、その上部に、半導体層１
５０またはドーピングされた非晶質シリコン層１６０により他の物質が拡散されることを
防止すると共に、ＩＴＯまたはＩＺＯなどのように他の物質との接触特性の良いバリアー
金属のうちモリブデンやモリブデン合金またはクロムなどからなる下部膜７０１を５００
Å程の厚さに積層し、低抵抗のアルミニウムやアルミニウム合金のうち２ａｔ％のＮｄを
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含むＡｌ-Ｎｄ合金の標的を利用して、上部膜７０２を１５０℃で２５００Å程の厚さに
順次に積層する。次に、データ配線用マスクを利用した写真エッチング工程により上部膜
７０２と下部膜７０１をパターニングし、データ線１７１及びドレーン電極１７５を形成
する。ここで、上部膜７０２及び下部膜７０１は全て湿式エッチングでエッチングするこ
とができ、上部膜７０２は湿式エッチングで、下部膜７０１は乾式エッチングでエッチン
グすることもできる。そして、下部膜７０１がモリブデンやモリブデン合金膜である場合
は、下部膜７０１と上部膜７０２を一つのエッチング条件でパターニングすることができ
る。
【００８８】
　次に、図２１ａ及び図２１ｂのように、半導体パターン用マスクを利用した写真工程に
より露光及び現像して、半導体パターン用感光膜パターン２１０を形成する。この時、感
光膜パターン２１０は少なくともデータ配線のうち接触部として使用するデータ線端部１
７９及びドレーン電極１７５を覆わないように形成する。次いで、まず感光膜パターン２
１０をエッチングマスクとしてアルミニウムを含む上部膜７０２をエッチングし、接触部
でデータ線端部１７９及びドレーン電極１７５の下部膜７０１を露出させる。この時、感
光膜パターン２１０は少なくとも接触部として使用するデータ線端部１７９及びドレーン
電極１７５の上部にも一部残し、以降形成される接触孔１８５、１８７、１８９を通じて
露出される接触部に上部膜７０２を残すようにする。これは、以降の乾式エッチング工程
の時に接触部で下部膜７０１が全面的に露出された場合、下部膜７０１の表面が損傷を受
けることがあるので、それを防止するためである。この時、データ線端部１７９及びドレ
ーン電極１７５の接触部に残した上部膜７０２は、以降形成される保護膜１８０の接触孔
１８５、１８９より小さく、島状であることが好ましい。次いで、データ配線１７１及び
ドレーン電極１７５と感光膜パターン２１０をエッチングマスクとして用いて、露出され
たドーピングされた非晶質シリコン層１６０と半導体層１５０をエッチングして半導体層
パターン１５２を完成し、その上部にドーピングされた非晶質シリコン層１６０を残す。
ここで、半導体層パターン１５２は、データ線１７１及びドレーン電極１７５の下部と感
光膜パターン２１０で覆われない部分にのみ残るので、少なくともデータ線１７１及びド
レーン電極１７５より広い面積を有することになる。ここで、感光膜パターン２１０をエ
ッチングマスクとして利用して接触部でアルミニウムを含む上部膜７０２を取り除かなけ
ればならないため、感光膜パターン２１０は少なくともデータ配線の一部分であるデータ
線端部１７９及びドレーン電極１７５の一部を覆わないことが必要である。そして、ソー
ス電極１７３とドレーン電極１７５との間のチャンネル部では、半導体層がエッチングさ
れることを防止するために、少なくともチャンネル部を覆うことが必要である。
【００８９】
　ここで、データ線１７１及びドレーン電極１７５は二重膜で形成されているが、単一膜
で形成することもできる。感光膜パターン２１０はデータ線１７１を完全に覆うように形
成することもできる。
【００９０】
　次に、感光膜パターン２１０を取り除いて、図２２のように、データ線１７１及びドレ
ーン電極１７５で覆われないドーピングされた非晶質シリコン層パターン１６０をエッチ
ングしてゲート電極１２３を中心に両側に分離する一方、両側のドーピングされた非晶質
シリコン層１６３、１６５間の半導体層パターン１５２を露出させる。ドーピングされた
非晶質シリコン層パターン１６０をエッチングする方法として乾式エッチングを適用する
が、乾式エッチングの時にデータ線端部１７９及びドレーン電極１７５の接触部で下部膜
７０１が完全に露出される時は全面に損傷を受けることがあるため、前述のように、デー
タ線端部１７９及びドレーン電極１７５の接触部に上部膜７０２を残した後、乾式エッチ
ングを実施する。
【００９１】
　次に、図２３ａ及び図２３ｂのように、保護膜１８０を形成し、ゲート絶縁膜１４０と
一緒に乾式エッチングによりパターニングし、ゲート線端部１２５とドレーン電極１７５
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及びデータ線端部１７９の下部膜７０１を各々露出させる接触孔１８２、１８５、１８７
、１８９を形成する。この時、接触孔１８５、１８９は保護膜１８０を乾式エッチングに
よりパターニングして形成するが、乾式エッチングの時に、接触孔１８５、１８９を通じ
て露出されたデータ線端部１７９及びドレーン電極１７５の接触部で上部膜７０２により
覆われず露出された下部膜７０１が一部エッチングされ、上部膜７０２により覆われた部
分はエッチングされないため、接触部の下部膜７０１は段差を有する凹凸構造になる。
【００９２】
　次に、アルミニウム全面エッチングにより、接触孔１８５、１８９を通じて露出された
アルミニウムやアルミニウム合金からなる上部膜７０２を取り除き、最後に、図１７及び
１８に示したように、接触孔１８５を通じてドレーン電極１７５の下部膜７０１と連結さ
れる画素電極１９０と、接触孔１８２、１８９を通じてゲート線及びデータ線のそれぞれ
の端部１２５、１７９の下部膜７０１と各々連結される補助ゲート部材９２及び補助デー
タ部材９７を各々形成する。本発明の実施例におけるＩＺＯ膜１９０、９２、９７を形成
するための標的は、出光（ｉｄｅｍｉｔｓｕ）社のＩＤＩＸＯ（ｉｎｄｉｕｍｘ-ｍｅｔ
ａｌ　ｏｘｉｄｅ）という商品を使用し、標的はＩｎ2Ｏ3及びZｎＯを含む。Ｉｎ+ZｎのZ
ｎ含有量は１５～２０ａｔ％範囲であることが好ましい。また、接触抵抗を最少化するた
めにＩＺＯ膜は２５０℃以下の範囲で積層することが好ましい。
【００９３】
　一方、本発明の第１の実施例による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法において、
半導体パターン用感光膜パターン２１０の幅をデータ線１７１より広い幅に現像して形成
することができる。このような製造工程で完成した構造について図面を参照して具体的に
説明する。
【００９４】
　図２４は本発明の第２の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板で、
図２５は図２４に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXXV-XXV'線に沿った断面図である
。
【００９５】
　図２４及び図２５によれば、構造に関しては大部分本発明の第１の実施例と同様である
。しかし、半導体パターン１５２の幅がデータ線１７１より広い幅を有し、アルミニウム
を含む上部膜７０２はデータ線１７１の全面に形成されている。また、光遮断膜１２９の
幅はデータ線１７１より狭い幅で形成されている。
【００９６】
　一方、基板にほぼ平行に配列されている液晶分子を同一な基板上に線形で対向して配置
されている画素電極と共通電極を利用して制御する平面駆動方式の液晶表示装置用薄膜ト
ランジスタ基板にも、同様に第１～第２の参考例及び第１～第２の実施例のような光遮断
膜を適用することができる。
【００９７】
　図２６は本発明の第３の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の構
造を示した配置図で、図２７は図２６に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXXVII-XXVI
I'線に沿った断面図で、図２８は本発明の第４の実施例による液晶表示装置用薄膜トラン
ジスタアレイ基板の配置図で、図２９は図２８に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXX
IX-XXIX'線に沿った断面図である。
【００９８】
　図２６及び図２７に示したように、絶縁基板１１０上にゲート線１２１及び共通配線が
形成されている。共通配線は、ゲート線１２１と平行に横方向に延びている共通信号線１
３６及び共通信号線１３６に連結されて共通信号線１３６を通じて共通信号が印加される
共通電極１３８を含む。ここで、共通配線１３６、１３８は、以降形成される画素配線１
７６、１７８と重なって保持容量を形成する維持電極の機能を有することができる。また
、絶縁基板１１０上部には、以降形成されるデータ線１７１下部に位置する半導体層１５
０と重なる光遮断膜１２９が縦方向に延びている。
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【００９９】
　ゲート線１２１及び共通配線１３６、１３８を覆っているゲート絶縁膜１４０上部には
、以降形成されるデータ線１７１に沿って縦方向に延びて光遮断膜と重なる一部を有する
半導体層１５０が形成され、その上部には抵抗性接触層１６５、１６３が形成されている
。
【０１００】
　抵抗性接触層１６３、１６５またはゲート絶縁膜１４０上部には、データ線１７１及び
ドレーン電極１７５が形成されている。また、データ線と同一層には、ドレーン電極１７
５と連結され、横方向に延びて共通信号線１３６と対向するかまたは重なって維持蓄電器
を構成する画素信号線１７６及び画素信号線１７６と連結され、縦に延びて共通電極１３
８と平行に対向する画素電極１７８を含む画素配線が形成されている。
【０１０１】
　基板１１０の上部には保護膜１８０が形成されている。保護膜１８０には、第１～第４
の実施例のように、ゲート線及びデータ線のそれぞれの端部を露出する接触孔を有するこ
とができる。保護膜の上部には、データ配線１７１と連結される補助データ線が形成され
ることができ、ゲート線及びデータ線のそれぞれの端部と電気的に連結される補助部材が
形成されることができる。
【０１０２】
　一方、本発明の第４の実施例の構造は、大概第３の実施例による構造と同様である。し
かし、チャンネル部を除いた半導体層１５２がデータ線１７１及びドレーン電極１７５と
同一のパターンを有する。
【０１０３】
　本発明の第３及び第４の実施例における画素配線１７６、１７８は、データ線１７１及
びドレーン電極１７５と同一層に位置しているが、ゲート線１２１と同一層または保護膜
１８０の上部に形成することができる。共通配線１３６、１３８はゲート線１２１と異な
る層に形成することができ、画素配線１７６、１７８と同一層に形成することもできる。
【０１０４】
　一方、赤色、緑色、青色のカラーフィルターは主に対向基板に配置されるが、薄膜トラ
ンジスタアレイ基板に配置することもできる。これについて図面を参照して具体的に説明
する。
【０１０５】
　図３０は本発明の第５の実施例による薄膜トランジスタアレイ基板の配置図で、図３１
は図３０に示す薄膜トランジスタアレイ基板のXXXI-XXXI'線に沿った断面図である。
【０１０６】
　図３０及び図３１に示すように、本発明の第５の実施例による構造は概ね図１及び図２
と同様である。この時、本発明の第５の実施例による薄膜トランジスタアレイ基板には画
素電極１９０の上部及び保護膜１８０の下部に赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）のカ
ラーフィルターが形成されている。
【０１０７】
　ここで、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）のカラーフィルターが有する接触孔は、
保護膜１８０が有する接触孔１８５、１８７より大きいが、小さく構成することもでき、
接触孔１８５、１８７の側壁を階段状にすることもできる。接触孔を定義する側壁はテー
パ構造であることが好ましい。
【０１０８】
　また、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）のカラーフィルターは、ゲート線１２１と
基板１１０との間に配置することができ、これらは互いにデータ線１７１と重なる周縁部
が重なる構成とすることもできる。
【０１０９】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに
限定されず、請求の範囲で定義している本発明の基本概念を利用した当業者の多様な変形
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及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】第１の参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板の構造を示す配置図で
ある。
【図２】図１のII-II'線に沿った液晶表示装置の断面図である。
【図３ａ】参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中間過程での薄
膜トランジスタ基板の配置図である。
【図３ｂ】図３ａのIIIb-IIIb'線に沿った断面図である。
【図４ａ】参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中間過程での薄
膜トランジスタ基板の配置図である。
【図４ｂ】図４ａのIVb-IVb'線に沿った断面図で図３ｂの次の段階を示す。
【図５ａ】参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中間過程での薄
膜トランジスタ基板の配置図である。
【図５ｂ】図５ａのVb-Vb'線に沿った断面図で図４ｂの次の段階を示す。
【図６ａ】参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタ基板を製造する中間過程での薄
膜トランジスタ基板の配置図である。
【図６ｂ】図６ａのVIb-VIb'線に沿った断面図で図５ｂの次の段階を示す。
【図７】第２の参考例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の配置図である
。
【図８】図７に示した薄膜トランジスタアレイ基板のVIII-VIII'線に沿った断面図である
。
【図９】図７に示した薄膜トランジスタアレイ基板のIX-IX'線に沿った断面図である。
【図１０ａ】第２の参考例に基づいて製造する第１段階の薄膜トランジスタアレイ基板の
配置図である。
【図１０ｂ】図１０ａのXb-Xb'線に沿った断面図である。
【図１０ｃ】図１０ａのXc-Xc'線に沿った断面図である。
【図１１ａ】図１０ａのXb-Xb'線に沿った断面図で図１０ｂの次の段階を示す。
【図１１ｂ】図１０ａのXc-Xc'線に沿った断面図で図１０ｃの次の段階を示す。
【図１２ａ】図１１ａ及び１１ｂの次の段階の薄膜トランジスタアレイ基板の配置図であ
る。
【図１２ｂ】図１２ａのXIIb-XIIb'線に沿った断面図である。
【図１２ｃ】図１２ａのXIIc-XIIc'線に沿った断面図である。
【図１３ａ】図１２ａのXIIb-XIIb'線に沿った断面図で、図１２ｂの次の段階を工程順に
よって示すものである。
【図１３ｂ】図１２ａのXIIc-XIIc'線に沿った断面図で、図１２ｃの次の段階を工程順に
よって示すものである。
【図１４ａ】図１２ａのXIIb-XIIb'線に沿った断面図で、図１２ｂの次の段階を工程順に
よって示すものである。
【図１４ｂ】図１２ａのXIIc-XIIc'線に沿った断面図で、図１２ｃの次の段階を工程順に
よって示すものである。
【図１５ａ】図１２ａのXIIb-XIIb'線に沿った断面図で、図１２ｂの次の段階を工程順に
よって示すものである。
【図１５ｂ】図１２ａのXIIc-XIIc'線に沿った断面図で、図１２ｃの次の段階を工程順に
よって示すものである。
【図１６ａ】図１５ａ及び図１５ｂの次の段階の薄膜トランジスタアレイ基板の配置図で
ある。
【図１６ｂ】図１６ａのXVIb-XVIb'線に沿った断面図である。
【図１６ｃ】図１６ａのXVIc-XVIc'線に沿った断面図である。
【図１７】本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の構
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造を示す配置図である。
【図１８】図１７に示す薄膜トランジスタアレイ基板のXVIII-XVIII'線に沿った断面図で
ある。
【図１９ａ】本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板を
製造する中間過程をその工程順によって示した薄膜トランジスタアレイ基板の配置図であ
る。
【図１９ｂ】図１９ａのXIXb-XIXb'線に沿った断面図である。
【図２０ａ】本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板を
製造する中間過程をその工程順によって示した薄膜トランジスタアレイ基板の配置図であ
る。
【図２０ｂ】図２０ａのXXb-XXb'線に沿った断面図で図１９ｂの次の段階を示す。
【図２１ａ】本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板を
製造する中間過程をその工程順によって示した薄膜トランジスタアレイ基板の配置図であ
る。
【図２１ｂ】図２１ａのXXIb-XXIb'線に沿った断面図で図２０ｂの次の段階を示す。
【図２２】図２１ａのXXIb-XXIb'線に沿った断面図で図２１ｂの次の段階を示す。
【図２３ａ】本発明の第１の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板を
製造する中間過程をその工程順によって示した薄膜トランジスタアレイ基板の配置図であ
る。
【図２３ｂ】図２３ａのXXIIIb-XXIIIb'線に沿った断面図で図２２の次の段階を示す。
【図２４】本発明の第２の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の構
造を示した配置図である。
【図２５】図２４に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXXV-XXV'線に沿った断面図であ
る。
【図２６】本発明の第３の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の構
造を示した配置図である。
【図２７】図２６に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXXVII-XXVII'線に沿った断面図
である。
【図２８】本発明の第４の実施例による液晶表示装置用薄膜トランジスタアレイ基板の構
造を示す配置図である。
【図２９】図２８に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXXIX-XXIX'線に沿った断面図で
ある。
【図３０】本発明の第５の実施例による薄膜トランジスタアレイ基板の配置図である。
【図３１】図３０に示した薄膜トランジスタアレイ基板のXXXI-XXXI'線に沿った断面図で
ある。
【符号の説明】
【０１１１】
　９２　補助ゲート部材
　９７　補助データ部材
１００　薄膜トランジスタアレイ基板
１１０　絶縁基板
１２１　ゲート線
１２３　ゲート電極
１２９　光遮断膜
１３１　維持電極線
１３６、１３８　共通配線
１４０　ゲート絶縁膜
１５０　半導体層
１５２　半導体パターン
１６０　抵抗接触層
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１６３、１６５　抵抗性接触層パターン
１７０　導電体層
１７１　データ線
１７５　ドレーン電極
１７７　維持蓄電器用導電体パターン
１７８　ソース/ドレーン用導電体パターン
１７６、１７８　画素配線
１８０　保護膜
１９０　画素電極
２００　対向基板
２０１　下部膜
２０２　上部膜
２１０、２１２、２１４　感光膜パターン
５００　バックライト
 

【図１】 【図２】
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